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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益は関連会社が存在しないため記載しておりません。  

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第23期第１四半期累計（会計）期間及び

第23期においては潜在株式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失であるため、第24期第１四半

期累計（会計）期間においては希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第23期

第１四半期 
累計(会計)期間

第24期
第１四半期 

累計(会計)期間
第23期

会計期間 

自平成20年
10月１日 

至平成20年 
12月31日 

自平成21年
10月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成20年
10月１日 

至平成21年 
９月30日 

売上高（千円）  1,442,127  1,385,495  5,499,799

経常利益又は経常損失（△） 

（千円） 
 △1,451  60,110  193,297

四半期純利益又は 

四半期（当期）純損失（△）（千円） 
 △454,577  54,356  △698,582

持分法を適用した場合の投資利益 

（千円） 
 -  -  -

資本金（千円）  2,705,926  2,710,865  2,705,926

発行済株式総数（株）  143,166  143,766  143,166

純資産額（千円）  1,377,264  1,220,036  1,155,802

総資産額（千円）  3,240,230  2,852,748  2,479,785

１株当たり純資産額（円）  9,620.05  8,486.27  8,073.16

１株当たり四半期純利益金額又は 

四半期（当期）純損失金額（△）（円） 
 △3,175.18  379.43  △4,879.52

潜在株式調整後１株当たり四半期 

（当期）純利益金額（円） 
 -  -  -

１株当たり配当額（円）  -  -  -

自己資本比率（％）  42.5  42.8  46.6

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 110,617  435,772  439,884

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 325,583  △39,932  192,030

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △361,890  △123,452  △567,600

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高（千円） 
 221,990  484,490  211,994

従業員数（人）  171  160  163
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 当第１四半期会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。  

当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  

提出会社の状況 

(注) １．従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用

者数は( )内に１人１日８時間換算による当第１四半期会計期間の平均人員を外書きで記載しております。 

２．前事業年度末と比較して、臨時雇用者が42名増加しておりますが、主に小売店舗の増加に伴うものでありま

す。 

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成21年12月31日現在

従業員数（人） 160  (239)

2010/02/13 21:57:3909583525_第１四半期報告書_20100213215706

- 2 -



(１)生産実績 

 当第１四半期会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

(注)１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．金額は、製造原価で記載しております。 

(２)仕入実績 

 当第１四半期会計期間における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

(注)１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．金額は、仕入価格で記載しております。 

  

(３)受注状況 

 当社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。  

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

事業部門別 

当第１四半期会計期間
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 
前年同四半期比 

  

金額(千円) (％)

食品製造販売事業      

小売事業  254,556 219.9

外食事業 10,709 121.1

卸売事業 272,686 48.8

合計 537,952 78.7

事業部門別 

当第１四半期会計期間
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 
前年同四半期比 

  

金額(千円) (％)

食品製造販売事業      

小売事業  228,862 211.6

外食事業 45,438 61.4

卸売事業 12,393 33.1

合計 286,694 130.5
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(４)販売実績 

 当第１四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

(注)１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．販売実績総額に対する割合が、100分の10以上に該当する相手先はありません。 

３．小売事業及び外食事業に係る事業形態別販売実績は、次のとおりであります。 

事業部門別 

当第１四半期会計期間
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 
前年同四半期比  

  

金額(千円) (％) 

食品製造販売事業      

小売事業 815,824 201.5

外食事業 143,583 67.1

卸売事業 426,088 51.8

合計 1,385,495 96.1

事業形態別 

当第１四半期会計期間
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 
前年同四半期比 

  

金額(千円) (％) 

小売事業     

直営店売上  722,115  209.3

FC卸売上 93,357  157.1

FCその他収入 351  63.4

計 815,824  201.5

外食事業     

直営店売上  106,208  64.7

FC卸売上 25,407  77.9

FCその他収入 11,967  69.4

計 143,583  67.1
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 当第１四半期会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについて重要な変更はありません。  

  

 当第１四半期会計期間において、新たに決定または締結した経営上の重要な契約はありません。 

（１）業績の状況 

 当第１四半期会計期間のわが国経済は、国内外の景気対策により一部に景気底入れ感がみられるものの、雇用情

勢の悪化による個人消費の低迷が続いており、依然として厳しい状況が続いております。  

このような状況下、当社は①製造小売モデル事業の拡大、②商品開発力強化、③製造原価の改善を主要課題に事

業を推進してまいりました。 

小売事業につきましては、顧客数の増加をテーマに販売手法等の様々な検証を実施し、その中でも新商品の認知

度を高めるために毎月新商品情報を配布し売上高の向上を図ることができました。直営店舗の出店に関しても商店

街型３店舗、郊外型４店舗の合計７店舗を出店し「三代目茂蔵工場直売所」の認知度を高めることに努めました。 

 また、製造原価の改善を図るべく卸売事業における製造アイテムの見直し等を実施し、効率的な製造体制の構築

に努めました。 

 以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は 千円（前年同四半期比3.9%減）、営業利益は 千円

（前年同四半期は営業損失2,740千円）、経常利益は 千円（前年同四半期は経常損失1,451千円）、四半期純

利益は 千円（前年同四半期は四半期純損失454,577千円）となりました。 

 事業部門別の業績の内訳は、次のとおりであります。 

① 小売事業 

 小売事業につきましては、当第１四半期会計期間末時点での「三代目茂蔵工場直売所」店舗数は直営42店舗、

FC93店舗の合計135店舗となっております。今年度は「製造小売モデル事業の拡大」を課題に、「三代目茂蔵工場

直売所」直営店舗の出店を進めてまいりました。結果、集客力のある商店街を対象とする「商店街型モデル」３

店舗を出店し、加えて、前期検証した「郊外型モデル」４店舗の合計７店舗を出店しました。また、売上高拡大

を図るために、顧客数の増加をテーマに新商品の発売及び販売促進等を実施しました。具体的には、毎月「茂蔵

新商品情報」を配布し内容についても商品案内だけでなくレシピ提案等を増やすことによりリピート率の向上を

図ることができました。 

  この結果、小売事業の売上高は815,824千円（前年同四半期比101.5％増）となりました。 

② 外食事業 

 外食事業につきましては、消費者の節約志向の高まりから内食回帰の傾向が継続し、前年同期比店舗数が減少

したこともあり厳しい状況が続いております。このような状況下、工場内セントラルキッチンの積極的な活用と

当社製品比率を高めたメニューを開発提供するとともに小売事業で成果を残したキャンペーン等をタイムリーに

実施し集客力の向上に努めました。 

 この結果、外食事業の売上高は143,583千円（前年同四半期比32.9％減）となりました。 

③ 卸売事業 

 卸売事業につきましては、収益基盤の確立を図るべく取引先へ商品提案を実施してまいりました。しかし、消

費者の生活防衛意識の高まり、デフレ傾向の強まり等により販売価格は低位で安定した価格での競争が継続して

いるため、販売は厳しい状況となっております。当社といたしましては「いいものを適正価格」で提供すること

が消費者の食文化への貢献と考え中高価格帯の商品の販売に努めました。 

 この結果、卸売事業の売上高は426,088千円（前年同四半期比48.2％減）となりました。 

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

1,385,495 63,514

60,110

54,356
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 なお、当第１四半期会計期間の出店状況は、次のとおりであります。 

  

（２）財政状態の分析 

 資産は、 千円（前事業年度は 千円）となりました。これは主として現金及び預金 千

円、売掛金 千円及び有形固定資産 千円等によるものであります。 

 負債は、 千円（前事業年度は 千円）となりました。これは主として買掛金 千円、借

入金合計187,816千円及びリース債務合計260,543千円等によるものであります。 

 純資産は、 千円（前事業年度は 千円）となりました。これは主として資本金 千円

及び資本剰余金 千円等によるものであります。 

（３）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、484,490千円となりまし

た。 

 当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、435,772千円（前年同四半期は110,617千円の収入）となりました。これは主

に、税引前四半期純利益60,340千円の内訳として非資金項目である減価償却費及びその他の償却費48,785千円の

計上及び売上債権の増加額44,966千円、たな卸資産の増加額58,281千円、仕入債務の増加額397,614千円等による

ものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、39,932千円（前年同四半期は325,583千円の収入）となりました。これは主

に、固定資産の売却による収入5,000千円、有形固定資産の取得による支出12,864千円及び敷金及び保証金の差入

による支出36,604千円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、123,452千円（前年同四半期は361,890千円の支出）となりました。これは主

に、長期借入金の返済による支出14,645千円、転換社債型新株予約権付社債の償還による支出100,000千円及びリ

ース債務の返済による支出18,686千円等によるものであります。 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

（５）研究開発活動 

 該当事項はありません。 

  
前事業年度末 

店舗数 
増加 減少 

当第１四半期末

店舗数 

小売事業 

工場直売所  
直営店  35 7 - 42 

ＦＣ店  86 7 - 93 

茂蔵Deli 

（中食事業） 

直営店  7 - - 7 

ＦＣ店 10 - - 10 

小売事業計 138 14 - 152 

外食事業 三代目茂蔵 
直営店  7 - - 7 

ＦＣ店 17 - - 17 

外食事業計 24 - - 24 

総合計 162 14 - 176 

2,852,748 2,479,785 484,490

400,637 1,428,341

1,632,712 1,323,983 718,438

1,220,036 1,155,802 2,710,865

2,611,551
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(1）主要な設備の状況 

 当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。  

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第１四半期会計期間において、前事業年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重

要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。 

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(注)「提出日現在発行数」には、平成22年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。 

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式  500,000

計  500,000

種類 
第１四半期会計期間末現
在発行数(株) 

(平成21年12月31日) 

提出日現在発行数(株)
(平成22年２月12日) 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  143,766  143,766
東京証券取引所 

(マザーズ) 

当社は単元株制

度は採用してお

りません。 

計  143,766  143,766 ― ― 
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 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

(平成14年５月14日臨時株主総会特別決議) 

(注)１．新株予約権１個当たりの株式数は、150株であります。 

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整いたします。 

ただし、この調整は本件新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる

株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てることといたしま

す。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により完

全親会社となる場合、当社は目的となる株式の数を調整いたします。 

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整

し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることといたします。 

また、当社が調整前発行価額を下回る価額で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものを除く。）、

次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることといたします。 

また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により完

全親会社となる場合、当社は行使価額を調整いたします。 

４．新株予約権の行使の条件等 

① 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地

位を有していることを要することといたします。 

ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合、この限りではありません。 

② 新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができることといたします。 

③ 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要することといたします。 

④ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないことといたします。 

⑤ その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の対象者との間で締結す

る「新株予約権割当契約」に定めるところによることといたします。 

（２）【新株予約権等の状況】

  
第１四半期会計期間末現在 

(平成21年12月31日) 

新株予約権の数   24個(注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数      3,600株(注)２ 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき16,464円(注)３ 

新株予約権の行使期間 
平成16年６月１日から 

平成24年５月30日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格  16,464円 

資本組入額  8,232円 

新株予約権の行使の条件 (注)４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４ 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
 1

  

  分割・併合の比率   

  

調整後行使価額 ＝ 
既発行株式数×調整前行使価額＋新発行株式数×１株当たり払込金額 

  

  既発行株式数＋新発行株式数   
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(平成16年12月21日定時株主総会特別決議) 

(注)１．新株予約権１個当たりの株式数は、１株であります。 

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整いたします。 

ただし、この調整は本件新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる

株式の数について行われ、調整の結果生じる0.01株未満の株式については、これを切り捨てることといたしま

す。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により完

全親会社となる場合、当社は目的となる株式の数を調整いたします。 

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整

し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることといたします。 

また、当社が調整前発行価額を下回る価額で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものを除く。）、

次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることといたします。 

また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により完

全親会社となる場合、当社は行使価額を調整いたします。 

４．新株予約権の行使の条件等 

① 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地

位を有していることを要することといたします。 

ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合、この限りではありません。 

② 新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができることといたします。 

③ 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要することといたします。 

④ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないことといたします。 

⑤ その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の対象者との間で締結す

る「新株予約権割当契約」に定めるところによることといたします。 

５．退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じておりま

す。 

  
第１四半期会計期間末現在 

(平成21年12月31日) 

新株予約権の数 595個(注)１、５ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 595株(注)２、５ 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき102,751円(注)３ 

新株予約権の行使期間 
平成19年２月１日から 

平成22年１月31日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格  102,751円 

資本組入額  51,376円 

新株予約権の行使の条件 (注)４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４ 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
 1

  

  分割・併合の比率   

  

調整後行使価額 ＝ 
既発行株式数×調整前行使価額＋新発行株式数×１株当たり払込金額 

  

  既発行株式数＋新発行株式数   
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会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

(平成19年６月12日臨時取締役会決議) 

(注)１．行使により生じる１株未満の端数は切捨て、現金による調整は行わない。 

２．本新株予約権の行使に際して出資をなすべき１株当たりの額（以下、「転換価額」という。）は、15,010円と

いたします。 

 転換価額の調整 

 (1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合

または変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）をもっ

て転換価額を調整いたします。 

また、当社は下記第(4)号に掲げる株式の併合の場合等にも適宜転換価額を調整いたします。 

 (2) 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合およびその調整後の転換価額適

用時期については、次に定めるところによるものとします。 

① 下記第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、当社の

発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。）の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予

約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券もしくは権利の転換、交換もしくは

行使による場合を除く。） 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日と

する。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場

合は、その日の翌日以降、これを適用いたします。 

② 当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当てをする場合、調整後の転換価額は、当社普

通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、

これを適用いたします。 

ただし、当社普通株式の無償割当について、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準

日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用いたします。 

  
第１四半期会計期間末現在 

(平成21年12月31日) 

新株予約権付社債の残高 100,000千円 

新株予約権の数 10個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 6,662株 (注)１、２ 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき15,010円 (注)２ 

新株予約権の行使期間 
平成19年６月29日から 

平成22年６月24日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格   15,010円 

資本組入額  7,505円 

新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部行使はできないものといたします。 

新株予約権の譲渡に関する事項 － 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

        
既発行普通株式数 ＋

交付普通株式数 × 
１株当たりの 

払込金額 

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
時価 

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 
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③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに下記第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当

社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、または下記第

(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む。）その他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含

む。） 

調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）その他の証券または権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で

転換、交換または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出

するものとし、払込期日（新株予約権および新株予約権付社債の場合は割当日）または無償割当てを

受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用いたします。上記に

かかわらず、転換交換または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発

行された時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている

取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換または行使される当社普通株式

が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の

翌日以降、これを適用いたします。 

④ 当社が発行した取得条項付株式または取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに下記第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場

合、調整後の転換価額は、取得日の翌日以降、これを適用いたします。 

上記にかかわらず、上記取得条項付株式または取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）に関して当該調整前に上記第(2)号③または⑤による転換価額の調整が行われている場

合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の下記第(3)号③に定める完全希薄化後普通株式数が、上記交付の

直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後の転換価額は、超過する株式数を転換価額調整

式の「交付普通株式数」とみなして、転換価額調整式を準用して算出するものとし(ⅱ)上記交付の直

前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものといたします。 

⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株あたりの対価（本⑤において「取得価額

等」という。）の下方修正等が行われ（下記第(3)号乃至第(5)号と類似の希薄化防止条項に基づく調

整の場合を除く。）、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が、当該修正が行われる日（以

下「修正日」という。）における下記第(3)号②に定める時価を下回る価額になる場合 

  (ⅰ) 当該取得請求権付株式等に関し、上記第(2)号③による転換価額の調整が修正日前に行われてい

ない場合、調整後の転換価額は、修正日に残存する取得請求権付株式等が全てが修正日時点の

条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして本項第(2)号③の規

定を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降、これを適用いたします。 

  (ⅱ) 当該取得請求権付株式等に関し、上記第(2)号③または上記(ⅰ)による転換価額の調整が修正日

前に行われている場合で、修正日に残存する取得請求権付株式等が全てを修正日時点の条件で

転換、交換または行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの下記(3)号③に定め

る完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えると

きには、調整後の転換価額は、当該超過株式数を転換価額調整式の「交付普通株式数」とみな

して、転換価額調整式を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降、これを適用いたしま

す。なお、１ヶ月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の転換価額は、

当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、転換価額調整式を準用して算出す

るものとし、当該月の末日の翌日以降、これを適用いたします。 

⑥ 上記第(2)号③乃至⑤における対価とは、当該株式または新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。）の発行に際して払込みがなされた額（上記第(2)号③における新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とす

る。）から、その取得または行使に際して当該株式または新株予約権の所持人に交付される金銭その

他の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される当社普通株式の数で除し

た金額をいいます。 
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⑦ 上記第(2)号①乃至③の各取引において、当社普通株式に割当を受ける権利を与えるための基準日が設

定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認

を条件としているときには、上記第(2)号①乃至③にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があ

った日の翌日以降、これを適用するものといたします。 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使し

た新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものといたします。 

  この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、その端数に調整後転換価額を乗じた金額

を返還いたします。 

 (3)① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てるも

のとします。 

   ② 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日（ただし、上記第(2)号⑦の場合は

基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式

の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日は除く。）とします。 

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てるものとい

たします。 

   ③ 完全希薄化後普通株式数は、調整後の転換価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普

通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該転換価額の調整以前に、

上記第(2)号乃至下記第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式数のうち未だ交

付されていない当社普通株式の株式数を加えたものといたします（当該転換価額の調整において上記

第(2)号乃至下記第(4)号に基づき「交付普通株式数」に該当するものとみなされることとなる当社普

通株式数を含む。）。 

   ④ 上記第(2)号①乃至⑤に定める証券または権利に類似した証券または権利が交付された場合における調

整後の転換価額は、上記第(2)号の規定のうち、当該証券または権利に類似する証券または権利につい

ての規定を準用して算出するものとする。 

 (4) 上記第(2)号で定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な

転換価額の調整を行うものといたします。 

① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部

または一部の承継、または他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取

得のために転換価額の調整を必要とするとき。 

② その他当社普通株式数の変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。 

③ 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出

にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

 (5) 上記第(1)号乃至第(4)号により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨お

よびその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額、その適用の日その他必要な事項を本新株予約権付

社債の社債権者に通知する。ただし、上記(2)号の⑦の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行う

ことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行うものといたします。 

株式数 ＝ 
（ 調整前転換価額 － 調整後転換価額 ） × 

調整前転換価額により当該期間内に

交付された株式数 

調整後転換価額  
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 該当事項はありません。  

  

（注）新株予約権の行使による増加であります。 

 大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。 

 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成21年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。 

①【発行済株式】 

(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が20株含まれております。また「議決権の

数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれております。 

②【自己株式等】 

 該当事項はありません。 

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

(注)最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。  

（３）【ライツプランの内容】

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総数  資本金  資本準備金  

増減数(株) 残高(株) 増減額(千円) 残高(千円) 増減額(千円) 残高(千円) 

 平成21年10月１日

～平成21年12月31日 

（注）  

 600 143,766 4,939 2,710,865  4,939 2,611,551

（５）【大株主の状況】

（６）【議決権の状況】

  （平成21年12月31日現在）

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式(自己株式等) － － － 

議決権制限株式(その他) － － － 

完全議決権株式(自己株式等) － － － 

完全議決権株式(その他) 普通株式  143,166  143,166 － 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数  143,166 － － 

総株主の議決権 －  143,166 － 

２【株価の推移】

月別 
平成21年 
10月 

11月 12月 

最高(円)  8,090  8,200  8,340

最低(円)  7,050  7,500  7,800

３【役員の状況】
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１．四半期財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第１四半期累計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則

に基づき、当第１四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第１四半期累計期間（平成

21年10月１日から平成21年12月31日まで）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期累計期間（平成20年10月１日から平成

20年12月31日まで）に係る四半期財務諸表並びに当第１四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日ま

で）及び当第１四半期累計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期財務諸表について、監

査法人アヴァンティアによる四半期レビューを受けております。  

３．四半期連結財務諸表について 

 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財

政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。 

  

第５【経理の状況】
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１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 484,490 211,994

売掛金 400,637 356,855

商品及び製品 68,615 45,974

原材料及び貯蔵品 76,686 41,046

その他 80,736 96,192

貸倒引当金 △11,652 △12,800

流動資産合計 1,099,514 739,263

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※1, ※2  261,648 ※1, ※2  263,710

構築物（純額） ※1  27,966 ※1  29,023

機械及び装置（純額） ※1  354,327 ※1  384,188

工具、器具及び備品（純額） ※1  74,935 ※1  62,339

土地 ※2  692,883 ※2  692,883

その他（純額） ※1  16,580 ※1  16,915

有形固定資産合計 1,428,341 1,449,060

無形固定資産 11,569 14,973

投資その他の資産   

投資有価証券 130,205 130,205

関係会社株式 11,289 11,289

敷金及び保証金 131,025 101,891

その他 45,294 34,758

貸倒引当金 △4,492 △1,657

投資その他の資産合計 313,322 276,488

固定資産合計 1,753,234 1,740,522

資産合計 2,852,748 2,479,785

負債の部   

流動負債   

買掛金 718,438 320,823

1年内返済予定の長期借入金 ※2  64,296 ※2  64,296

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 100,000 200,000

リース債務 74,745 74,745

未払金 230,302 175,190

未払費用 100,201 90,619

未払法人税等 9,228 28,653

株主優待引当金 1,024 6,700

その他 16,594 11,573

流動負債合計 1,314,831 972,600
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月30日) 

固定負債   

長期借入金 ※2  123,520 ※2  138,165

リース債務 185,798 204,485

その他 8,561 8,733

固定負債合計 317,880 351,383

負債合計 1,632,712 1,323,983

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,710,865 2,705,926

資本剰余金 2,611,551 2,606,612

利益剰余金 △4,102,380 △4,156,736

株主資本合計 1,220,036 1,155,802

純資産合計 1,220,036 1,155,802

負債純資産合計 2,852,748 2,479,785
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（２）【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,442,127 1,385,495

売上原価 940,325 804,723

売上総利益 501,802 580,772

販売費及び一般管理費 ※1  504,542 ※1  517,258

営業利益又は営業損失（△） △2,740 63,514

営業外収益   

受取利息 677 767

補助金収入 5,880 －

受取賃貸料 － 1,452

その他 877 1,849

営業外収益合計 7,435 4,069

営業外費用   

支払利息 5,849 1,351

為替差損 － 2,013

その他 297 4,108

営業外費用合計 6,146 7,473

経常利益又は経常損失（△） △1,451 60,110

特別利益   

固定資産売却益 － 25

貸倒引当金戻入額 5,500 204

特別利益合計 5,500 229

特別損失   

関係会社株式売却損 420,734 －

その他 32,037 －

特別損失合計 452,772 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △448,724 60,340

法人税、住民税及び事業税 5,853 5,984

法人税等合計 5,853 5,984

四半期純利益又は四半期純損失（△） △454,577 54,356
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△448,724 60,340

減価償却費及びその他の償却費 67,837 48,785

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,585 1,687

受取利息及び受取配当金 △677 △767

支払利息 5,849 1,351

関係会社株式売却損益（△は益） 420,734 －

為替差損益（△は益） － 2,013

固定資産売却損益（△は益） － △25

売上債権の増減額（△は増加） 48,336 △44,966

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,990 △58,281

仕入債務の増減額（△は減少） 108,058 397,614

未払金の増減額（△は減少） △61,067 50,891

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,940 △17,375

その他 23,939 17,083

小計 135,941 458,350

利息及び配当金の受取額 22 111

利息の支払額 △4,934 △1,249

法人税等の支払額 △20,411 △21,440

営業活動によるキャッシュ・フロー 110,617 435,772

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △19,547 △12,864

有形固定資産の売却による収入 － 5,000

関係会社株式の売却による収入 352,000 －

敷金及び保証金の差入による支出 △8,908 △36,604

敷金及び保証金の回収による収入 5,503 2,040

貸付金の回収による収入 － 6,282

その他 △3,463 △3,785

投資活動によるキャッシュ・フロー 325,583 △39,932

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △334,645 △14,645

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 － △100,000

リース債務の返済による支出 △27,245 △18,686

株式の発行による収入 － 9,878

財務活動によるキャッシュ・フロー △361,890 △123,452

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 74,310 272,495

現金及び現金同等物の期首残高 147,680 211,994

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  221,990 ※1  484,490
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当第１四半期会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

該当事項はありません。  

当第１四半期会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

該当事項はありません。  

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
当第１四半期会計期間 

（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

会計処理基準に関する事項の変更 (配送費の計上区分） 

工場及び物流センターから直営店舗への製商品の配送費は、従来、売上

原価として処理しておりましたが、当第１四半期会計期間より販売費及び

一般管理費として処理する方法へ変更いたしました。 

この変更は、直営店舗での販売の重要性が増したことに伴い、工場及び

物流センターから出荷された製商品が直営店舗においてほぼ完売されてい

るという実態に照らした結果、直営店舗での販売が卸売店舗への販売と同

様の取引と考えられることから、直営店舗への配送費を卸売店舗への配送

費と同様に販売費及び一般管理費として処理する方法に統一することで、

経営成績をより適切に表示するためのものであります。 

この変更により、従来の処理方法に比べ売上原価が49,713千円減少、売

上総利益及び販売費及び一般管理費が同額増加しております。なお、営業

利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。 

【表示方法の変更】

当第１四半期会計期間
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

（四半期貸借対照表関係） 

１．前第１四半期会計期間まで区分掲記しておりました「立替金」（当第１四半期会計期間末の残高は25,495千

円）及び「未収入金」（当第１四半期会計期間末の残高は6,727千円）は、重要性が乏しくなったため、流動資

産の「その他」に含めて表示しております。 

２．前第１四半期会計期間まで区分掲記しておりました「長期貸付金」（当第１四半期会計期間末の残高は4,700

千円）、「関係会社長期貸付金」（当第１四半期会計期間末の残高は0千円）及び「長期未収入金」（当第１四

半期会計期間末の残高は8,596千円）は、重要性が乏しくなったため、投資その他の資産の「その他」に含めて

表示しております。 

  

（四半期損益計算書関係） 

１．前第１四半期累計期間において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取賃貸料」は、営業

外収益総額の100分の20を超えたため、当第１四半期累計期間より区分掲記することとしました。なお、前第１

四半期累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取賃貸料」は、52千円であります。  

【簡便な会計処理】

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末 
（平成21年12月31日） 

前事業年度末 
（平成21年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

  千円1,518,070

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

  千円1,488,982

※２．担保資産及び担保付債務 

    担保に供している資産は、次のとおりであります。

※２．担保資産及び担保付債務 

    担保に供している資産は、次のとおりであります。

建物 千円0

土地 千円407,279

計 千円407,279

建物 千円0

土地 千円407,279

計 千円407,279

    担保付債務は、次のとおりであります。     担保付債務は、次のとおりであります。 

１年内返済予定の長期借入金 千円64,296

長期借入金 千円123,520

計 千円187,816

１年内返済予定の長期借入金 千円64,296

長期借入金 千円138,165

計 千円202,461

  ３．偶発債務 

次の会社について、金融機関からの借入に対し債務

保証を行っております。 

 保証先 株式会社ドナテロウズジャパン 

 金額  37,550千円 

 内容  借入債務  

  ３．偶発債務 

次の会社について、金融機関からの借入に対し債務

保証を行っております。 

 保証先 株式会社ドナテロウズジャパン 

 金額  39,050千円 

 内容  借入債務  

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

運賃及び保管料等 148,135千円 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

運賃及び保管料等 135,769千円 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

 （平成20年12月31日現在）

  

現金及び預金勘定 千円221,990

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
千円－

 現金及び現金同等物   千円221,990

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

 （平成21年12月31日現在）

現金及び預金勘定 千円484,490

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
千円－

 現金及び現金同等物 千円484,490
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当第１四半期会計期間末（平成21年12月31日）及び当第１四半期累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21

年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

普通株式 143,766株 

２．自己株式の種類及び株式数 

該当事項はありません。 

３．新株予約権等に関する事項 

（注）第２回転換社債型新株予約権付社債の目的となる株式の数は、転換社債型新株予約権付社債の残高を

新株予約権の行使価額（転換価額）で除して得られた数を記載しております。 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

当第１四半期会計期間末（平成21年12月31日） 

  該当事項はありません。 

（株主資本等関係）

新株予約権の内訳 
新株予約権の目的
となる株式の種類 

新株予約権の目的
となる株式の数(株） 

当第１四半期
会計期間末残高(千円） 

 第２回転換社債型 

新株予約権付社債 
普通株式  6,662 -   

（１株当たり情報）

当第１四半期会計期間末 
（平成21年12月31日） 

前事業年度末 
（平成21年９月30日） 

１株当たり純資産額 8,486.27円 １株当たり純資産額 8,073.16円

前第１四半期累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり四半期純損失金額 △3,175.18円 １株当たり四半期純利益金額 379.43円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

  
前第１四半期累計期間

（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第１四半期累計期間
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額     

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円）  △454,577  54,356

普通株主に帰属しない金額（千円）  -  -

普通株式に係る四半期純利益又は 

四半期純損失（△）（千円） 
 △454,577  54,356

期中平均株式数（株）  143,166  143,257

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要 

―――――― ―――――― 

（重要な後発事象）
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該当事項はありません。 

２【その他】
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 該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

2010/02/13 21:57:3909583525_第１四半期報告書_20100213215706

- 24 -



  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年２月12日

株式会社篠崎屋 

取締役会 御中 

監査法人アヴァンティア 

  
代表社員
業務執行社員   

公認会計士 小笠原 直  印 

  
代表社員
業務執行社員   

公認会計士 木村 直人  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社篠崎屋

の平成20年10月１日から平成21年９月30日までの第23期事業年度の第１四半期累計期間（平成20年10月１日から平成20年

12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社篠崎屋の平成20年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成22年２月９日

株式会社篠崎屋 

取締役会 御中 

監査法人アヴァンティア 

  
代表社員
業務執行社員   

公認会計士 小笠原 直  印 

  
代表社員
業務執行社員   

公認会計士 木村 直人  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社篠崎屋

の平成21年10月１日から平成22年９月30日までの第24期事業年度の第１四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年

12月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社篠崎屋の平成21年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。 

  

追記情報 

 「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載されているとおり、会社は当第１四半期会計期

間から、従来売上原価として処理していた工場及び物流センターから直営店舗への製商品の配送費を、販売費及び一般管

理費として処理する方法へ変更している。  

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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